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〈概要〉令和 5 年度公共用水域等の水質測定結果について

１．令和５年度公共用水域水質測定結果について

高知県では、水質汚濁防止法の規定に基づき、河川･湖沼･海域といった公共用水域の

水質調査を行っています。

令和５年度は、類型指定（基準値の目標設定）を行っている62水域を中心に、河川

113点、湖沼３地点、海域59地点の計175地点で調査を行いました。

水質汚濁に係る環境基準項目のうち、カドミウム、砒素、ＰＣＢなど人の健康の保護

に関する27項目は、全ての測定地点で環境基準を達成していました。

生活環境の保全に関する環境基準は、類型指定水域ごとに基準値が設定され、有機物

による汚濁の指標であるＢＯＤ（河川）及びＣＯＤ（湖沼、海域）の環境基準達成率は、

河川は100％、湖沼は100％、海域は80.0％、全体では96.7％でした。

富栄養化の指標である全窒素・全燐については、閉鎖性水域として浦ノ内湾と浦戸湾

を、また、全燐については、吉野川水域の早明浦ダム貯水池、長沢ダム貯水池及び大橋

ダム貯水池を類型指定しており、令和５年度は、全ての測定地点で環境基準を達成して

いました。

２．令和５年度地下水質測定結果について

高知県では、公共用水域と同様に水質汚濁防止法の規定に基づき、県内の地下水の汚

染状況を把握するために地下水の水質調査を行っています。

調査内容は、年度ごとに場所を変えて調査を行う概況調査、汚染井戸が判明した際に

周辺の汚染状況を確認する汚染井戸周辺地区調査、汚染井戸の状況を確認する継続監視

調査の３種類があり、令和５年度は、概況調査28井戸、継続監視調査16井戸、汚染井戸

周辺地区調査１井戸の計45井戸で調査を行いました。

概況調査では、13市町村で調査した28井戸のうち環境基準を超過した井戸はありませ

んでした。

継続監視調査では、６市町で調査した 16 井戸のうち、室戸市の１井戸でテトラクロ

ロエチレンが、高知市の１井戸でほう素が、高知市の１井戸で硝酸性窒素及び亜硝酸性

窒素が環境基準を超過していました。

汚染井戸周辺地区調査では、１市で調査した１井戸のうち環境基準を超過した井戸は

ありませんでした。
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３．令和５年度底質測定結果について

高知県では、公共用水域の水質調査の測定に併せて、底質の調査を行っています。

令和５年度は、７水域（10河川、１湖沼、３海域）22地点で底質を採取し、調査を

行い、PCBを含む底質の暫定除去基準を超過している地点はありませんでした。

４．令和５年度ダイオキシン類測定結果について

高知県では、ダイオキシン類による環境の汚染の未然防止等を図るため、ダイオキシ

ン類対策特別措置法第26条の規定に基づき、水質・底質のダイオキシン類について調査

を行っています。

令和５年度は、公共用水域(水質・底質)について８水域（12河川、１海域）16地点、

地下水について１市１町２地点で調査を行いました。

公共用水域、底質、 地下水のいずれの採取地点においても環境基準を超過した地点は

ありませんでした。


